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(57)【要約】
第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部
を有する画素が、回路基板上に、２次元マトリクス状に
配列して形成されている表示装置であって、第１電極は
発光部ごとに設けられていると共に、隣接する第１電極
の間には隔壁部が形成されており、第１電極上と隔壁部
上を含む全面に、有機層と第２電極とが積層されており
、第１電極は、層間絶縁膜の上に形成されており、第１
電極の下側には、層間絶縁膜において異なる絶縁材料が
接する境界面と同一面に設けられた光反射面を有する反
射膜が形成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を有する画素が、回路基板上に
、２次元マトリクス状に配列して形成されている表示装置であって、
　第１電極は発光部ごとに設けられていると共に、隣接する第１電極の間には隔壁部が形
成されており、
　第１電極上と隔壁部上を含む全面に、有機層と第２電極とが積層されており、
　第１電極は、層間絶縁膜の上に形成されており、
　第１電極の下側には、層間絶縁膜において異なる絶縁材料が接する境界面と同一面に設
けられた光反射面を有する反射膜が形成されている、
表示装置。
【請求項２】
　層間絶縁膜は異なる種類の絶縁材料が接するように複数積層されて成る、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　層間絶縁膜は、シリコン酸化物から成る層、シリコン窒化物から成る層、及び、シリコ
ン酸窒化物から成る層のうちの少なくとも２種類の層を含んでいる、
請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　層間絶縁膜は、２種類の層が交互に積層されて構成されている、
請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　反射膜と第１電極との間に位置する層間絶縁膜の層数は、画素の表示色に応じて異なる
、
請求項２に記載の表示装置。
【請求項６】
　反射膜と第１電極との間に位置する層間絶縁膜の膜厚は、画素の表示色に応じた光学的
距離となるように設定されている、
請求項２に記載の表示装置。
【請求項７】
　第１電極および反射膜で生じる反射光の位相シフトを符号Φ、第１電極と反射膜との間
の光学的距離を符号Ｌ、画素から取り出す光のスペクトルのピーク波長を符号λで表すと
き、光学的距離Ｌは、
２Ｌ／λ＋Φ／２π＝ｍ（ｍは整数）
の条件を満たす、
請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　反射膜は、層間絶縁膜に設けられた開口部に埋め込まれている、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　反射膜は金属材料から成る、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項１０】
　反射膜は銀または銀合金から成る、
請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　反射膜は、銀または銀合金から成る上層部と、銅または銅合金からなる下層部とから構
成されている、
請求項９に記載の表示装置。
【請求項１２】
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　回路基板は画素を駆動するための駆動回路を備えており、
　第１電極と駆動回路とは電気的に接続されている、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　第１電極と駆動回路とは反射膜を介して電気的に接続されている、
請求項１２に記載の表示装置。
【請求項１４】
　第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を有する画素が、回路基板上に
、２次元マトリクス状に配列して形成されている表示装置の製造方法であって、
　基板上に、異なる種類の絶縁材料から成る層が接するように積層されて成る層間絶縁膜
を形成する工程と、
　第１電極に対応する層間絶縁膜の領域に、層間絶縁膜において異なる絶縁材料が接する
境界面の同一面が底部に露出するように、開口部を形成する工程と、
　開口部に反射膜を埋め込む工程と、
　反射膜が埋め込まれた面を回路基板と接合し、次いで、基板を除去する工程と、
　層間絶縁膜上に、第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を形成する工
程と、
を有する、
表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を有する画素が、回路基板上に
、２次元マトリクス状に配列して形成されている表示装置を備えた電子機器であって、
　表示装置において、
　第１電極は発光部ごとに設けられていると共に、隣接する第１電極の間には隔壁部が形
成されており、
　第１電極上と隔壁部上を含む全面に、有機層と第２電極とが積層されており、
　第１電極は、層間絶縁膜の上に形成されており、
　第１電極の下側には、層間絶縁膜において異なる絶縁材料が接する境界面と同一面に設
けられた光反射面を有する反射膜が形成されている、
電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示装置、表示装置の製造方法、及び、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置に代わる表示装置として、有機材料のエレクトロルミネッセンス（
Electro Luminescence：ＥＬ）を利用した有機ＥＬ表示装置が注目されている。そして、
有機ＥＬ表示装置は、モニタなどの直視型ディスプレイの他、数ミクロン程度の微細な画
素ピッチが要求される超小型ディスプレイにも適用されつつある。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置には、カラー表示を実現する方式として、例えば、赤色発光、緑色発
光、青色発光といった複数色の有機ＥＬ材料層を、マスクを利用して画素毎に形成すると
いった方式がある。この方式は、直視型の有機ＥＬ表示装置において用いられることが多
い。また、上述の方式とは別に、白色発光の有機ＥＬ材料層を全ての画素に共通に形成す
ると共に画素毎にカラーフィルタを配置するといった方式がある。画素のピッチが細かく
なればなるほど、位置合わせの精度などといった点で、マスクを利用して画素毎に有機Ｅ
Ｌ材料層を形成することが困難となる。従って、数ミクロン程度の微細な画素ピッチを有
する有機ＥＬ表示装置にあっては、白色発光の有機ＥＬ材料層を全ての画素に共通に形成
してカラーフィルタを組み合わせるといった方式が好適である。
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【０００４】
　しかしながら、白色発光の有機ＥＬ材料層とカラーフィルタとを組み合わせる方式にあ
っては、白色光をカラーフィルタで色分解するため発光効率は低下する。このため、共振
効果によって特定の波長の光を強調する共振器構造を採用することで、発光効率や色再現
性の向上を実現する技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２７８２５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　共振効果によって目的とする波長の光を強調するためには、共振器構造の光路長を高精
度に設定することが必要となる。また、広い波長範囲の光を取り出す場合であっても、有
機層と反射膜との位置関係がばらつくと色のばらつきなどが生ずる。このため、有機層と
反射膜との位置関係を高精度に設定することが可能な構造の表示装置や、係る表示装置の
製造方法が求められている。
【０００７】
　従って、本開示の目的は、有機層と反射膜との位置関係を高精度に設定することが可能
な構造の表示装置、係る表示装置を備えた電子機器、および、係る表示装置の製造方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するための本開示に係る表示装置は、
　第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を有する画素が、回路基板上に
、２次元マトリクス状に配列して形成されている表示装置であって、
　第１電極は発光部ごとに設けられていると共に、隣接する第１電極の間には隔壁部が形
成されており、
　第１電極上と隔壁部上を含む全面に、有機層と第２電極とが積層されており、
　第１電極は、層間絶縁膜の上に形成されており、
　第１電極の下側には、層間絶縁膜において異なる絶縁材料が接する境界面と同一面に設
けられた光反射面を有する反射膜が形成されている、
表示装置である。
【０００９】
　上記の目的を達成するための本開示に係る表示装置の製造方法は、
　第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を有する画素が、回路基板上に
、２次元マトリクス状に配列して形成されている表示装置の製造方法であって、
　基板上に、異なる種類の絶縁材料から成る層が接するように積層されて成る層間絶縁膜
を形成する工程と、
　第１電極に対応する層間絶縁膜の領域に、層間絶縁膜において異なる絶縁材料が接する
境界面の同一面が底部に露出するように、開口部を形成する工程と、
　開口部に反射膜を埋め込む工程と、
　反射膜が埋め込まれた面を回路基板と接合し、次いで、基板を除去する工程と、
　層間絶縁膜上に、第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を形成する工
程と、
を有する、
表示装置の製造方法である。
【００１０】
　上記の目的を達成するための本開示に係る電子機器は、
　第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を有する画素が、回路基板上に
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、２次元マトリクス状に配列して形成されている表示装置を備えた電子機器であって、
　表示装置において、
　第１電極は発光部ごとに設けられていると共に、隣接する第１電極の間には隔壁部が形
成されており、
　第１電極上と隔壁部上を含む全面に、有機層と第２電極とが積層されており、
　第１電極は、層間絶縁膜の上に形成されており、
　第１電極の下側には、層間絶縁膜において異なる絶縁材料が接する境界面と同一面に設
けられた光反射面を有する反射膜が形成されている、
電子機器である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本開示の第１の実施形態に係る表示装置の模式的な平面図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る表示装置の模式的な一部断面図である。
【図３】図３Ａおよび図３Ｂは、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を説明するた
めの模式的な一部端面図である。
【図４】図４Ａおよび図４Ｂは、図３Ｂに引き続き、第１の実施形態に係る表示装置の製
造方法を説明するための模式的な一部端面図である。
【図５】図５は、図４Ｂに引き続き、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を説明す
るための模式的な一部端面図である。
【図６】図６は、図５に引き続き、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する
ための模式的な一部端面図である。
【図７】図７は、図６に引き続き、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する
ための模式的な一部端面図である。
【図８】図８は、図７に引き続き、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する
ための模式的な一部端面図である。
【図９】図９は、図８に引き続き、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する
ための模式的な一部端面図である。
【図１０】図１０は、図９に引き続き、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を説明
するための模式的な一部端面図である。
【図１１】図１１は、図１０に引き続き、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図１２】図１２は、図１１に引き続き、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図１３】図１３は、第２の実施形態に係る表示装置の模式的な一部断面図である。
【図１４】図１４Ａおよび図１４Ｂは、第２の実施形態に係る表示装置の製造方法を説明
するための模式的な一部端面図である。
【図１５】図１５Ａおよび図１５Ｂは、図１４Ｂに引き続き、第２の実施形態に係る表示
装置の製造方法を説明するための模式的な一部端面図である。
【図１６】図１６は、図１５Ｂに引き続き、第２の実施形態に係る表示装置の製造方法を
説明するための模式的な一部端面図である。
【図１７】図１７は、図１６に引き続き、第２の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図１８】図１８は、図１７に引き続き、第２の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図１９】図１９は、図１８に引き続き、第２の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図２０】図２０は、図１９に引き続き、第２の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図２１】図２１は、図２０に引き続き、第２の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。



(6) JP WO2019/216198 A1 2019.11.14

10

20

30

40

50

【図２２】図２２は、図２１に引き続き、第２の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図２３】図２３は、図２２に引き続き、第２の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図２４】図２４は、図２３に引き続き、第２の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図２５】図２５は、第３の実施形態に係る表示装置の模式的な一部断面図である。
【図２６】図２６Ａおよび図２６Ｂは、第３の実施形態に係る表示装置の製造方法を説明
するための模式的な一部端面図である。
【図２７】図２７は、図２６Ｂに引き続き、第３の実施形態に係る表示装置の製造方法を
説明するための模式的な一部端面図である。
【図２８】図２８は、図２７に引き続き、第３の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図２９】図２９は、図２８に引き続き、第３の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図３０】図３０は、図２９に引き続き、第３の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図３１】図３１は、図３０に引き続き、第３の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図３２】図３２は、図３１に引き続き、第３の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図３３】図３３は、図３２に引き続き、第３の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図３４】図３４は、図３３に引き続き、第３の実施形態に係る表示装置の製造方法を説
明するための模式的な一部端面図である。
【図３５】図３５は、第３の実施形態に係る表示装置の共振器構造を説明するための模式
的な一部端面図である。
【図３６】図３６は、レンズ交換式一眼レフレックスタイプのデジタルスチルカメラの外
観図であり、図３６Ａにその正面図を示し、図３４Ｂにその背面図を示す。
【図３７】図３７は、ヘッドマウントディスプレイの外観図である。
【図３８】図３８は、シースルーヘッドマウントディスプレイの外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、実施形態に基づいて本開示を説明する。本開示は実施形態に限
定されるものではなく、実施形態における種々の数値や材料は例示である。以下の説明に
おいて、同一要素または同一機能を有する要素には同一符号を用いることとし、重複する
説明は省略する。尚、説明は、以下の順序で行う。
　１．本開示の表示装置、表示装置の製造方法、及び、電子機器、全般に関する説明
　２．第１の実施形態
　３．第２の実施形態
　４．第３の実施形態
　５．電子機器の説明、その他
【００１３】
［本開示の表示装置、表示装置の製造方法、及び、電子機器、全般に関する説明］
　本開示に係る表示装置、本開示に係る電子機器に用いられる表示装置、及び、本開示に
係る表示装置の製造方法によって得られる表示装置（以下、単に、これらを「本開示の表
示装置」と呼ぶ場合がある。）において、層間絶縁膜は異なる種類の絶縁材料が接するよ
うに複数積層されて成る構成とすることができる。
【００１４】
　この場合において、層間絶縁膜は、シリコン酸化物（ＳｉＯx）、シリコン窒化物（Ｓ
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ｉＮx）、もしくはシリコン酸窒化物（ＳｉＯxＮy）などの無機絶縁材料などで形成する
ことができる。層間絶縁膜は、シリコン酸化物から成る層、シリコン窒化物から成る層、
及び、シリコン酸窒化物から成る層のうちの少なくとも２種類の層を含んでいる構成とす
ることができる。更には、層間絶縁膜は、２種類の層が交互に積層されて構成されている
構成とすることができる。
【００１５】
　上述した各種の好ましい構成を含む本開示の表示装置にあっては、反射膜と第１電極と
の間に位置する層間絶縁膜の層数は、画素の表示色に応じて異なる構成とすることができ
る。
【００１６】
　上述した各種の好ましい構成を含む本開示の表示装置において、反射膜と第１電極との
間に位置する層間絶縁膜の膜厚は、画素の表示色に応じた光学的距離となるように設定さ
れている構成とすることができる。更には、第１電極および反射膜で生じる反射光の位相
シフトを符号Φ、第１電極と反射膜との間の光学的距離を符号Ｌ、画素から取り出す光の
スペクトルのピーク波長を符号λで表すとき、光学的距離Ｌは、
２Ｌ／λ＋Φ／２π＝ｍ（ｍは整数）
の条件を満たす構成とすることができる。
【００１７】
　上記の好ましい構成を含む本開示の表示装置において、反射膜は、層間絶縁膜に設けら
れた開口部に埋め込まれている構成とすることができる。この構成は、光反射面が外部に
露出しないので、反射膜を構成する材料の酸化に起因する反射率の低下が生じないといっ
た利点を備えている。開口部は、例えば、層間絶縁膜において異なる絶縁材料が接する境
界面がストッパとなるようにエッチング処理を施すことによって形成することができる。
具体的には、層間絶縁膜を構成する材料とエッチャントとの組合せを適宜選択し、或る絶
縁材料がストッパとして作用するようにして加工をすればよい。
【００１８】
　上記の好ましい構成を含む本開示の表示装置において、反射膜は、銀（Ａｇ）、銀合金
、アルミニウム（Ａｌ）、アルミニウム合金、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）、クロム（Ｃｒ
）、タングステン（Ｗ）などの金属材料から成る構成とすることができる。この場合にお
いて、高い反射率を得るといった観点からは、反射膜は銀または銀合金から成る構成とす
ることが好ましい。酸化に起因する反射率の低下が充分抑制されているとすれば、銀から
成る反射膜は可視光領域において凡そ９０パーセント以上の反射率を示す。反射膜の厚さ
は、１００ないし３００ナノメートルの範囲に設定されていることが好ましい。
【００１９】
　あるいは又、反射膜は、銀または銀合金から成る上層部と、銅または銅合金からなる下
層部とから構成されている構成とすることができる。反射膜と対抗する回路基板の部分に
電極等が形成されている場合、電極を銅または銅合金によって構成するといったことが多
い。この場合、反射膜の下層部を銅または銅合金から構成することによって、回路基板側
と反射膜側との接合性を向上させることができる。
【００２０】
　上記の好ましい構成を含む本開示の表示装置において、回路基板は画素を駆動するため
の駆動回路を備えており、第１電極と駆動回路とは電気的に接続されている構成とするこ
とができる。第１電極と駆動回路とは例えば層間絶縁膜に設けられたビアなどから成る導
通部を介して直接に接続されていてもよい。あるいは又、第１電極と駆動回路とは反射膜
を介して電気的に接続されていてもよい。
【００２１】
　本開示の表示装置において、発光部は、いわゆる上面発光型である構成とすることがで
きる。発光部は、正孔輸送層、発光層、電子輸送層などを備えた有機層を、第１電極と第
２電極で挟まれることによって構成される。カソードを共通化する場合、第２電極がカソ
ード電極、第１電極がアノード電極となる。
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【００２２】
　上記の好ましい構成を含む本開示の表示装置はカラー表示の構成とすることができる。
カラー表示の場合、カラーフィルタは、例えば、顔料または染料を含ませた樹脂材料など
を用いて形成することができる。尚、場合によっては、所謂モノクロ表示の構成であって
もよい。
【００２３】
　カラー表示の構成とする場合には、１つの画素は複数の副画素から成る構成、具体的に
は、１つの画素は、赤色表示副画素、緑色表示副画素、及び、青色表示副画素の３つの副
画素から成る構成とすることができる。更には、これらの３種の副画素に更に１種類ある
いは複数種類の副画素を加えた１組（例えば、輝度向上のために白色光を発光する副画素
を加えた１組、色再現範囲を拡大するために補色を発光する副画素を加えた１組、色再現
範囲を拡大するためにイエローを発光する副画素を加えた１組、色再現範囲を拡大するた
めにイエロー及びシアンを発光する副画素を加えた１組）から構成することもできる。
【００２４】
　表示装置の画素（ピクセル）の値として、ＶＧＡ（６４０，４８０）、Ｓ－ＶＧＡ（８
００，６００）、ＸＧＡ（１０２４，７６８）、ＡＰＲＣ（１１５２，９００）、Ｓ－Ｘ
ＧＡ（１２８０，１０２４）、Ｕ－ＸＧＡ（１６００，１２００）、ＨＤ－ＴＶ（１９２
０，１０８０）、Ｑ－ＸＧＡ（２０４８，１５３６）の他、（１９２０，１０３５）、（
７２０，４８０）、（１２８０，９６０）等、画像表示用解像度の幾つかを例示すること
ができるが、これらの値に限定するものではない。
【００２５】
　隔壁部は、公知の無機材料や有機材料から適宜選択した材料を用いて形成することがで
き、例えば、真空蒸着法やスパッタリング法に例示される物理的気相成長法（ＰＶＤ法）
、各種の化学的気相成長法（ＣＶＤ法）などの周知の成膜方法と、エッチング法やリフト
オフ法などの周知のパターニング法との組み合わせによって形成することができる。
【００２６】
　本開示に係る表示装置において、発光部の発光を制御する駆動回路などの構成は特に限
定するものではない。発光部は、例えば、回路基板上の或る平面内に形成され、例えば、
層間絶縁層を介して、発光部を駆動する駆動回路の上方に配置されているといった構成と
することができる。駆動回路を構成するトランジスタの構成は、特に限定するものではな
い。ｐチャネル型の電界効果トランジスタであってもよいし、ｎチャネル型の電界効果ト
ランジスタであってもよい。
【００２７】
　回路基板の構成材料として、半導体材料、ガラス材料、あるいは、プラスチック材料を
例示することができる。駆動回路を半導体基板に形成されたトランジスタによって構成す
るといった場合、例えばシリコンから成る半導体基板にウェル領域を設け、ウェル内にト
ランジスタを形成するといった構成とすればよい。一方、駆動回路を薄膜トランジスタな
どによって構成するといった場合は、ガラス材料やプラスチック材料から成る基板を用い
てその上に半導体薄膜を形成し駆動回路を形成することができる。各種の配線は、周知の
構成や構造とすることができる。
【００２８】
　第１電極は、回路基板上に発光部ごとに設けられている。カソードを共通化する場合、
第１電極は、発光部のアノード電極として機能する。第１電極は、例えば、酸化インジウ
ム亜鉛、または酸化インジウムスズなどの透明導電性材料から形成することができる。あ
るいは又、金属や合金などを用いて、光透過性を有する程度に薄くして形成することもで
きる。
【００２９】
　有機層は、有機発光材料を含み、共通の連続膜として、第１電極および隔壁部の上に設
けられる。有機層は、第１電極と第２電極との間に電圧が印加されることによって発光す
る。有機層は、例えば、第１電極側から、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層
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、および、電子注入層を順に積層した構造で構成することができる。有機層を構成する正
孔輸送材料、正孔輸送材料、電子輸送材料、有機発光材料は特に限定するものではなく、
周知の材料を用いることができる。
【００３０】
　有機層は、複数の発光層を電荷発生層または中間電極を介して接続した、いわゆるタン
デム型構造で構成されていてもよい。例えば、赤色発光、緑色発光、青色発光の発光層を
積層することによって、あるいは又、黄色発光、青色発光の発光層を積層することによっ
て、白色で発光する発光部を構成することができる。
【００３１】
　第２電極は、有機層の上に、共通した連続膜として設けられる。第２電極は、光透過性
が良好で仕事関数が小さい材料から構成されることが好ましい。例えば、酸化インジウム
スズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、酸化亜鉛、アルミニウムドープ酸化亜
鉛、またはガリウムドープ酸化亜鉛などの透明導電性材料を用いて形成することができる
。あるいは又、マグネシウム（Ｍｇ）、銀（Ａｇ）あるいはそれらの合金などを用いて、
光透過性を有する程度に薄くして形成することもできる。第２電極の厚さは、３～１５ナ
ノメートル程度の範囲に設定されることが好ましい。また、場合によっては、第２電極を
多層膜から構成することもできる。例えば、第１層をカルシウム（Ｃａ）、バリウム（Ｂ
ａ）、リチウム（Ｌｉ）、セシウム（Ｃｓ）、インジウム（Ｉｎ）、マグネシウム（Ｍｇ
）、銀（Ａｇ）などから形成し、第２層をマグネシウム（Ｍｇ）、銀（Ａｇ）あるいはそ
れらの合金などから形成してもよい。
【００３２】
　本明細書における各種の式に示す条件は、式が数学的に厳密に成立する場合の他、式が
実質的に成立する場合にも満たされる。式の成立に関し、表示素子や表示装パネル等の設
計上あるいは製造上生ずる種々のばらつきの存在は許容される。また、以下の説明で用い
る図は模式的なものである。例えば、後述する図２は表示装置の断面構造を示すが、幅、
高さ、厚さなどの割合を示すものではない。
【００３３】
［第１の実施形態］
　第１の実施形態は、本開示の第１の態様に係る、表示装置、表示装置の製造方法、及び
、電子機器に関する。
【００３４】
　図１は、本開示の第１の実施形態に係る表示装置の模式的な平面図である。表示装置１
は、発光部ＥＬＰと発光部ＥＬＰを駆動する駆動回路とを含む画素１０が、行方向（図１
においてＸ方向）に延びる走査線ＳＣＬと列方向（図１においてＹ方向）に延びるデータ
線ＤＴＬとに接続された状態で２次元マトリクス状に配列して形成されている表示領域１
１、給電線ＰＳ１に電圧を供給する電源部１００、走査線ＳＣＬに走査信号を供給する走
査部１０１、データ線ＤＴＬに信号電圧を供給するデータドライバ１０２を備えている。
尚、図示の都合上、図１においては、１つの画素１０、より具体的には、後述する第（ｑ
，ｐ）番目の画素１０についての結線関係を示した。
【００３５】
　表示装置１は、更に、全ての画素１０に共通に接続される共通給電線ＰＳ２を備えてい
る。給電線ＰＳ１には、電源部１００から所定の駆動電圧が供給され、共通給電線ＰＳ２
には、共通の電圧（例えば接地電位）が供給される。
【００３６】
　図１では図示されていないが、表示領域１１には、行方向にＱ個、列方向にＰ個、合計
Ｑ×Ｐ個の画素（表示素子）１０が、２次元マトリクス状に配列されている。表示領域に
おける画素１０の行数はＰであり、各行を構成する画素１０の数はＱである。
【００３７】
　また、走査線ＳＣＬ及び給電線ＰＳ１の本数はそれぞれＰ本である。第ｐ行目（但し、
ｐ＝１，２・・・，Ｐ）の画素１０は、第ｐ番目の走査線ＳＣＬp、第ｐ番目の給電線Ｐ
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Ｓ１pに接続されており、１つの表示素子行を構成する。尚、図１では、走査線ＳＣＬp及
び給電線ＰＳ１pのみが示されている。
【００３８】
　また、データ線ＤＴＬの本数はＱ本である。第ｑ列目（但し、ｑ＝１，２・・・，Ｑ）
の画素１０は、第ｑ番目のデータ線ＤＴＬqに接続されている。尚、図１では、データ線
ＤＴＬqのみが示されている。
【００３９】
　表示装置１は、例えばカラー表示の表示装置である。１つの画素１０は、１つのサブピ
クセルを構成する。走査部１０１からの走査信号によって、表示装置１は行単位で線順次
走査される。第ｐ行、第ｑ列目に位置する画素１０を、以下、第（ｑ，ｐ）番目の画素１
０あるいは第（ｑ，ｐ）番目の画素１０と呼ぶ。
【００４０】
　表示装置１にあっては、第ｐ行目に配列されたＱ個の画素１０が同時に駆動される。換
言すれば、行方向に沿って配されたＱ個の画素１０にあっては、その発光／非発光のタイ
ミングは、それらが属する行単位で制御される。表示装置１の表示フレームレートをＦＲ
（回／秒）と表せば、表示装置１を行単位で線順次走査するときの１行当たりの走査期間
（いわゆる水平走査期間）は、（１／ＦＲ）×（１／Ｐ）秒未満である。
【００４１】
　画素１０は、発光部ＥＬＰとこれを駆動する駆動回路とから成る。発光部ＥＬＰは有機
エレクトロルミネッセンス発光部から成る。駆動回路は、書込みトランジスタＴＲW、及
び、駆動トランジスタＴＲD、並びに、容量部Ｃ1から構成されている。駆動トランジスタ
ＴＲDを介して発光部ＥＬＰに電流が流れると、発光部ＥＬＰは発光する。各トランジス
タは、ｐチャネル型の電界効果トランジスタから構成されている。
【００４２】
　画素１０において、駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域は、容量部
Ｃ1の一端と給電線ＰＳ１とに接続されており、他方のソース／ドレイン領域は、発光部
ＥＬＰの一端（具体的には、アノード電極）に接続されている。駆動トランジスタＴＲD

のゲート電極は、書込みトランジスタＴＲWの他方のソース／ドレイン領域に接続され、
且つ、容量部Ｃ1の他端に接続されている。
【００４３】
　また、書込みトランジスタＴＲWにおいて、一方のソース／ドレイン領域は、データ線
ＤＴＬに接続されており、ゲート電極は、走査線ＳＣＬに接続されている。
【００４４】
　発光部ＥＬＰの他端（具体的には、カソード電極）は、共通給電線ＰＳ２に接続されて
いる。共通給電線ＰＳ２には所定のカソード電圧ＶCatが供給される。尚、発光部ＥＬＰ
の容量を符号ＣELで表す。
【００４５】
　画素１０の駆動の概要について説明する。データドライバ１０２からデータ線ＤＴＬに
、表示すべき画像の輝度に応じた電圧が供給された状態で、走査部１０１からの走査信号
により書込みトランジスタＴＲWが導通状態とされると、容量部Ｃ1に表示すべき画像の輝
度に応じた電圧が書き込まれる。書込みトランジスタＴＲWが非導通状態とされた後、容
量部Ｃ1に保持された電圧に応じて駆動トランジスタＴＲDに電流が流れることによって発
光部ＥＬＰが発光する。
【００４６】
　尚、本開示において、画素１０の発光を制御する駆動回路の構成は特に限定するもので
はない。従って、図１に示す構成は一例に過ぎず、本実施形態に係る表示装置にあっては
種々の構成を取り得る。
【００４７】
　引き続き、表示装置１の詳しい構造について説明する。
【００４８】
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　　図２は、第１の実施形態に係る表示装置の模式的な一部断面図である。
【００４９】
　表示装置１において、発光部ＥＬＰは、第１電極４１と有機層６０と第２電極７０とが
積層されて構成されている。第１電極４１は発光部ＥＬＰごとに設けられていると共に、
隣接する第１電極４１の間には隔壁部５１が形成されている。そして、第１電極４１上と
隔壁部５１上を含む全面に、有機層６０と第２電極７０とが積層されている。さらに、第
２電極７０上を含む全面に、保護膜８０が設けられ、その上にカラーフィルタ９０が配置
されている。符号９１は遮光領域の部分を示し、符号９２はフィルタ領域の部分を示す。
【００５０】
　第１電極４１は、層間絶縁膜３０の上に形成されている。第１電極４１の下側には、層
間絶縁膜３０において異なる絶縁材料が接する境界面と同一面に設けられた光反射面を有
する反射膜３１が形成されている。
【００５１】
　反射膜３１と第１電極４１との間に位置する層間絶縁膜３０の膜厚は、青色から赤色に
亙る広い波長帯域の光が画素から取り出せるように設定されている。
【００５２】
　以下、図２を参照して、各種構成要素について詳しく説明する。
【００５３】
　回路基板２０は、基材２１、基材２１上に形成されたゲート電極２２．ゲート電極２２
上を含む全面を覆うように形成されたゲート絶縁膜２３、半導体材料層２４、半導体材料
層２４上を含む全面を覆うように形成された平坦化膜２５、半導体材料層２４に形成され
たトランジスタのソース／ドレイン領域に接続されたソース／ドレイン電極２６、ソース
／ドレイン電極２６上を含む全面を覆うように形成された平坦化膜２７、平坦化膜２７の
開口部に設けられ、駆動トランジスタのソース／ドレイン電極２６に接続されたコンタク
トプラグ２８から成る。
【００５４】
　回路基板２０は、上述したトランジスタ等によって構成された、画素１０を駆動するた
めの駆動回路を備えている。そして、第１電極４１と駆動回路とは電気的に接続されてい
る。より具体的には、第１電極４１は、コンタクトプラグ２８に接続された導通部３３を
介して、半導体材料層２４に形成されたトランジスタのソース／ドレイン電極２６に接続
されている。
【００５５】
　基材２１は、例えば、ガラス材料、半導体材料、あるいは、プラスチック材料などから
構成することができる。この基材２１上に、発光部ＥＬＰの発光を制御する薄膜トランジ
スタを含む駆動回路が形成されている。
【００５６】
　駆動回路を構成する各種トランジスタのゲート電極２２は、例えば、アルミニウム（Ａ
ｌ）などの金属、またはポリシリコンなどを用いて形成することができる。ゲート絶縁膜
２３は、ゲート電極２２を覆うように基材２１の全面に設けられる。ゲート絶縁膜２３は
、例えば、シリコン酸化物（ＳｉＯx）やシリコン窒化物（ＳｉＮx）などを用いて形成す
ることができる。
【００５７】
　半導体材料層２４は、例えば、非晶質シリコン、多結晶シリコン、または酸化物半導体
などを用いて、ゲート絶縁膜２３上に形成することができる。また、半導体材料層２４の
一部領域は、不純物がドープされ、ソース／ドレイン領域を形成する。更に、一方のソー
ス／ドレイン領域と他方のソース／ドレイン領域との間に位置し、かつ、ゲート電極２２
の上方に位置する半導体材料層２４の領域は、チャネル領域を形成する。これらによって
、基材２１上に、ボトムゲート型の薄膜トランジスタが設けられる。尚、図２においては
、ソース／ドレイン領域やチャネル領域の表示は省略されている。
【００５８】
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　平坦化膜２５は、半導体材料層２４上に設けられる。平坦化膜２５は、例えば、シリコ
ン酸化物（ＳｉＯx）、シリコン窒化物（ＳｉＮx）、またはシリコン酸窒化物（ＳｉＯx

Ｎy）などから形成されている。ソース／ドレイン電極２６は、平坦化膜２５に設けられ
たコンタクトホールを介して半導体材料層２４に接続されている。ソース／ドレイン電極
２６は、例えばアルミニウム（Ａｌ）といった金属から形成されている。
【００５９】
　平坦化膜２７は、駆動回路等を被覆し平坦化するために形成される。平坦化膜２７は、
例えば、ポリイミド系樹脂、アクリル系樹脂、もしくはノボラック系樹脂などの有機絶縁
膜、またはシリコン酸化物（ＳｉＯx）、シリコン窒化物（ＳｉＮx）、もしくは酸シリコ
ン窒化物（ＳｉxＮy）などの無機絶縁膜を用いて形成することができる。
【００６０】
　コンタクトプラグ２８は、例えば、銅（Ｃｕ）や銅合金などの金属材料から成り、平坦
化膜２７に設けられた開口部内に形成されている。第１電極４１とコンタクトプラグ２８
とは、後述する層間絶縁膜３０に設けられた開口部内に形成されている導通部３３によっ
て、電気的に接続されている。
【００６１】
　層間絶縁膜３０は、異なる種類の絶縁材料が接するように複数積層されて成る。図２に
示す例では、層間絶縁膜３０は、第１層３０Ａ、第２層３０Ｂ、第３層３０Ｃが積層され
て形成されている。
【００６２】
　層間絶縁膜３０は、無機絶縁材料などで形成することができる。層間絶縁膜３０は、例
えば、シリコン酸化物から成る層、シリコン窒化物から成る層、及び、シリコン酸窒化物
から成る層のうちの少なくとも２種類の層を含んでいる構成とすることができ、２種類の
層が交互に積層されて構成されていてもよい。以下の説明にあっては、層間絶縁膜３０は
、シリコン酸化物から成る層とシリコン窒化物から成る層とから構成されているとして説
明する。
【００６３】
　反射膜３１は、第１電極４１の下側に配置され、層間絶縁膜３０において異なる絶縁材
料が接する境界面と同一面に設けられた光反射面を有するように形成されている。より具
体的には、反射膜３１の光反射面は、層間絶縁膜３０において第１層３０Ａと第２層３０
Ｂとが接する境界面と同一面となるように形成されている。
【００６４】
　反射膜３１は、層間絶縁膜３０に設けられた開口部に埋め込まれている。反射膜３１は
、金属材料から成る。ここでは、反射膜３１は、銀または銀合金から構成されているとし
て説明する。尚、符号３２は、反射膜３１の回路基板２０側の開口部を充填する充填部材
を示す。充填部材３２は、回路基板２０との接合性の観点から、平坦化膜２７と同じ材料
を用いて形成されている。
【００６５】
　より具体的には、反射膜３１は、層間絶縁膜３０において第１層３０Ａをストッパ膜と
して設けられた開口部に埋め込まれている。このように、反射膜３１の光反射面は、層間
絶縁膜３０を構成する層の厚さによってその位置が規定される。層間絶縁膜３０を構成す
る層や有機層６０の膜厚は、成膜プロセスによって高精度に制御することが可能である。
結果として、反射膜３１の光反射面と第２電極７０との間（図２において矢印で示す部分
）の寸法を高精度に設定することができる。
【００６６】
　また、例えば層間絶縁膜３０の第２層３０Ｂの組成を調整して、第１層３０Ａに対して
光の遮光率が高くなるように設定することによって、隣接する画素への迷光を低減すると
いったことも可能である。
【００６７】
　第１電極４１は、層間絶縁膜３０の上に形成されている。第１電極４１は、例えば、Ｉ
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ＴＯなどの透明導電材料から構成されている。第１電極４１の厚さは、２０～２００ナノ
メートルの範囲に設定されていることが好ましい。
【００６８】
　有機層６０は、第１電極４１上と隔壁部５１上を含む全面に形成されている。有機層６
０は、白色光を発光する白色発光機能層であり、例えば、有機材料から成るホール注入層
、ホール輸送層、赤色発光層、発光分離層、青色発光層、緑色発光層、電子輸送層が順次
積層された構造とすることができる。あるいは又、有機層６０は、ホール注入層、ホール
輸送層、青色発光層、電子輸送層、電荷発生層、ホール注入層、ホール輸送層、黄色発光
層、電子輸送層が下層から順次積層された構造とすることもできる。尚、有機層６０は多
層構造であるが、図では一層として表した。
【００６９】
　第２電極７０は、有機層６０上を含む全面に形成されている。第２電極７０は、光透過
性が良好で仕事関数が小さい材料にから構成されている。ここでは、第２電極７０は、Ｉ
ＴＯから構成されているとして説明する。
【００７０】
　保護膜８０は、第２電極７０上を含む全面に形成されている。保護膜８０は、有機層６
０への水分の侵入を防止するためのものであって、透水性の低い材料を用いて厚さ１～８
マイクロメートル程度で形成される。保護膜８０の材料としては、シリコン窒化物（Ｓｉ
Ｎx）、シリコン酸化物（ＳｉＯx）、アルミニウム酸化物（ＡｌＯx）、チタン酸化物（
ＴｉＯx）、またはこれらの組み合わせが用いられる。
【００７１】
　カラーフィルタ９０は、例えば図示せぬ対向基板側に形成されており、保護膜８０の上
に、紫外線硬化樹脂や熱硬化性樹脂などを用いて貼り合わせられている。カラーフィルタ
９０によって、発光部ＥＬＰで発生した光は色分割して取り出される。
【００７２】
　以上、表示装置１の詳しい構造について説明した。上記の表示装置１は、次のようにし
て製造することができる。
【００７３】
　引き続き、上記の表示装置１の製造方法について説明する。表示装置１の製造方法は、
　基板上に、異なる種類の絶縁材料から成る層が接するように積層されて成る層間絶縁膜
を形成する工程と、
　第１電極に対応する層間絶縁膜の領域に、層間絶縁膜において異なる絶縁材料が接する
境界面の同一面が底部に露出するように、開口部を形成する工程と、
　開口部に反射膜を埋め込む工程と、
　反射膜が埋め込まれた面を回路基板と接合し、次いで、基板を除去する工程と、
　層間絶縁膜上に、第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を形成する工
程と、
を有する。後述する他の実施形態においても同様である。
【００７４】
　図３ないし図１２は、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を説明するための模式
的な一部端面図である。
【００７５】
　以下、これらの図を参照して、表示装置１の製造方法について詳しく説明する。
【００７６】
　　［工程－１００］（図３Ａ参照）
　先ず、駆動回路が形成された回路基板２０を準備する。基材２１を用意し、基材２１上
に所定の成膜およびパターニングプロセスを経ることにより、薄膜トランジスタを含む駆
動回路を形成する。続いて、駆動回路上の全面に平坦化膜２７をスピンコート法、スリッ
トコート法、スパッタ法、ＣＶＤ法などにより形成する。次いで、平坦化膜２７に開口部
を形成した後、開口部にコンタクトプラグ２８を形成することによって、図３Ａに示す回
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路基板２０を得ることができる。
【００７７】
　次いで、反射膜３１が形成された層間絶縁膜３０を、図３Ｂないし図７に示す手順で回
路基板２０上に配置する。
【００７８】
　　［工程－１１０］（図３Ｂ参照）
　シリコンウエハから成る基板３９を準備し、その上に、例えば、シリコン酸化物から成
る層とシリコン窒化物から成る層といった２種類の層を交互に積層して層間絶縁膜３０を
形成する（図３Ｂ参照）。図に示す例では、第１層３０Ａと第３層３０Ｃはシリコン酸化
物から成る層、第２層３０Ｂはシリコン窒化物から成る層である。
【００７９】
　　［工程－１２０］（図４Ａ参照）
　ついで、層間絶縁膜３０において反射膜３１に対応する部分に、第１層３０Ａと第２層
３０Ｂとの境界面が底面に露出するように開口部ＯＰ３１を形成する（図４Ａ参照）。例
えば、第１層３０Ａがストッパ膜として作用するような条件でドライエッチングを施すこ
とによって開口部ＯＰ３１を形成することができる。また、併せて、層間絶縁膜３０にお
いて導通部３３に対応する部分に、層間絶縁膜３０を貫通するように開口部ＯＰ３３を形
成する。例えば、基板３９がストッパとして作用するような条件でドライエッチングを施
すことによって開口部ＯＰ３３を形成することができる。
【００８０】
　　［工程－１３０］（図４Ｂ参照）
　その後、開口部ＯＰ３１の部分に反射膜３１などを形成し、併せて、開口部ＯＰ３３の
部分に導通部３３を形成する。例えば、開口部を含む全面に銀薄膜をスパッタ法によって
形成し、次いで、反射膜３１の開口部を充填する充填部材３２を形成し、その後、例えば
ＣＭＰ法を用いて平坦化を行う。
【００８１】
　　［工程－１４０］（図５、図６、図７参照）
　続いて、層間絶縁膜３０と回路基板２０とを対向させた状態とし（図５参照）、層間絶
縁膜３０と回路基板２０とを接合する。例えば、超高真空下で表面の不活性層をプラズマ
、加速したイオンビームなどのエネルギー波を照射することによって除去し、層間絶縁膜
３０と回路基板２０との表面を活性化する。次いで、表面活性化した物質同士を密着させ
ることによって、原子間力によって層間絶縁膜３０と回路基板２０とを接合することがで
きる（図６参照）。次いで、基板３９を除去する（図７参照）。
【００８２】
　次いで、発光部ＥＬＰなどを、図８ないし図１２に示す手順で層間絶縁膜３０上に形成
する。
【００８３】
　　［工程－１５０］（図８参照）
　先ず、層間絶縁膜３０上に、第１電極４１を形成する。例えば、層間絶縁膜３０上にＩ
ＴＯ膜を形成し、次いで、ＩＴＯ膜をパターニングすることによって、第１電極４１を得
ることができる。
【００８４】
　　［工程－１６０］（図９参照）
　次いで、第１電極４１と第１電極４１との間に、画素間絶縁膜としての隔壁部５１を形
成する。第１電極４１を含む全面にシリコン酸窒化物などの無機絶縁膜をスパッタ法また
はＣＶＤ法などによって成膜する。続いて、成膜した無機絶縁膜をリソグラフィ法および
ドライエッチング法によって所定の凹構造となるように画素開口部をパターニングするこ
とによって、隔壁部５１を形成することができる。
【００８５】
　　［工程－１７０］（図１０参照）
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　次いで、アノード電極となる第１電極４１上を含む全面に、例えば、ホール注入層、ホ
ール輸送層、赤色発光層、発光分離層、青色発光層、緑色発光層、電子輸送層を順次成膜
し、白色で発光する有機層６０を形成する。
【００８６】
　　［工程－１８０］（図１１、図１２参照）
　次いで、有機層６０上の全面に、カソード電極となる第２電極７０を形成する。例えば
、蒸着法によって銀マグネシウム合金から成る膜を全面に亘って形成することによって、
第２電極７０を得ることができる（図１１参照）。その後、全面に保護膜８０を形成した
後、カラーフィルタ９０が形成された対向基板を張り合わせることによって、表示装置１
を得ることができる（図１２参照）。
【００８７】
　反射膜３１の光反射面と第２電極７０との間の距離は、有機層６０、第１電極４１、層
間絶縁膜３０の第１層３０Ａの厚さによって規定される。これらは、それらを形成するプ
ロセス上、高精度な膜厚制御が可能である。したがって、有機層と反射膜との位置関係を
高精度に設定することができるので、色のばらつきなどを抑制することができる。
【００８８】
　そして、反射膜３１の光反射面は、層間絶縁膜３０に金属材料を埋め込むことによって
形成されている。従って、光反射面は外気に触れない。このため、反射率は高いが酸化し
やすい銀や銀合金といったといった材料も支障なく反射膜３１の形成材料として用いるこ
とができる。
【００８９】
　尚、場合によっては、層間絶縁膜３０に設けた開口部にＩＴＯ等の透明導電材料から成
る薄膜を形成した後に、金属材料を埋め込むといった態様とすることもできる。
【００９０】
［第２の実施形態］
　第２の実施形態は、第１の実施形態の変形である。第１の実施形態にあっては、第１電
極４１は、コンタクトプラグ２８に接続された導通部３３を介して、画素１０を駆動する
駆動回路に接続されていた。これに対し、第２の実施形態にあっては、第１電極と駆動回
路とは反射膜を介して電気的に接続されている点が、主に相違する。
【００９１】
　図１３は、第２の実施形態に係る表示装置の模式的な一部断面図である。尚、第２の実
施形態に係る表示装置の模式的な平面図は、図１において、表示装置１を表示装置２と読
み替えればよい。
【００９２】
　表示装置２にあっては、コンタクトプラグ２２８、反射膜２３１、充填部材２３２、導
通部２３３の形状や構成が、表示装置１と相違する。
【００９３】
　コンタクトプラグ２２８において、反射膜２３１側の面は、反射膜２３１を覆うような
形状に形成されている。そして、反射膜２３１は、コンタクトプラグ２２８を解して、駆
動トランジスタのソース／ドレイン電極２６に接続されている。
【００９４】
　反射膜２３１は、第１電極４１の下側に配置され、層間絶縁膜３０において異なる絶縁
材料が接する境界面と同一面に設けられた光反射面を有するように形成されている。第１
の実施形態と同様に、反射膜２３１の光反射面は、層間絶縁膜３０において第１層３０Ａ
と第２層３０Ｂとが接する境界面と同一面となるように形成されている。
【００９５】
　反射膜２３１は、層間絶縁膜３０に設けられた開口部に埋め込まれている。尚、符号２
３２は、反射膜２３１の回路基板２０側の開口部を充填する充填部材を示す。充填部材２
３２は、回路基板２０との接合性の観点から、コンタクトプラグ２２８と同じ材料を用い
て形成されている。従って、充填部材２３２は、実質的に反射膜の下層部を形成する。反
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射膜は、銀または銀合金から成る上層部と、銅または銅合金からなる下層部とから構成さ
れている。
【００９６】
　図１３に示す構成において、反射膜２３１とコンタクトプラグ２２８とは、電気的に接
続されている。そして、第１電極４１と反射膜２３１とは、層間絶縁膜３０に設けられた
開口部内に形成されている導通部２３３によって、電気的に接続されている。このように
、第１電極４１と駆動回路とは反射膜２３１を介して電気的に接続されている。
【００９７】
　以上、表示装置２の詳しい構造について説明した。上記の表示装置２は、次のようにし
て製造することができる。
【００９８】
　図１４ないし図２４は、第２の実施形態に係る表示装置の製造方法を説明するための模
式的な一部端面図である。
【００９９】
　　［工程－２００］（図１４Ａ参照）
　先ず、駆動回路が形成された回路基板２２０を準備する。基材２１を用意し、基材２１
上に所定の成膜およびパターニングプロセスを経ることにより、薄膜トランジスタを含む
駆動回路を形成する。続いて、駆動回路上の全面に平坦化膜２７をスピンコート法、スリ
ットコート法、スパッタ法、ＣＶＤ法などにより形成する。次いで、平坦化膜２７に開口
部を形成した後、開口部にコンタクトプラグ２２８を形成することによって、図１４Ａに
示す回路基板２２０を得ることができる。
【０１００】
　次いで、反射膜２３１が形成された層間絶縁膜３０を、図１４Ｂないし図１８に示す手
順で回路基板２２０上に配置する。
【０１０１】
　　［工程－２１０］（図１４Ｂ参照）
　シリコンウエハから成る基板３９を準備し、その上に、例えば、シリコン酸化物から成
る層とシリコン窒化物から成る層といった２種類の層を交互に積層して層間絶縁膜３０を
形成する（図１４Ｂ参照）。層間絶縁膜３０の組成は、上述した［工程－１１０］で説明
した内容と同様であるので、説明を省略する。
【０１０２】
　　［工程－２２０］（図１５Ａ参照）
　ついで、層間絶縁膜３０において反射膜２３１に対応する部分に、第１層３０Ａと第２
層３０Ｂとの境界面が底面に露出するように開口部ＯＰ２３１を形成する（図１５Ａ参照
）。例えば、第１層３０Ａがストッパ膜として作用するような条件でドライエッチングを
施すことによって開口部ＯＰ２３１を形成することができる。
【０１０３】
　　［工程－２３０］（図１５Ｂ参照）
　その後、開口部ＯＰ２３１の部分に反射膜２３１などを形成する。例えば、開口部ＯＰ
２３１を含む全面に銀薄膜をスパッタ法によって形成し、次いで、反射膜２３１の開口部
を充填する充填部材２３２を形成し、その後、例えばＣＭＰ法を用いて平坦化を行う。
【０１０４】
　　［工程－２４０］（図１６、図１７、図１８参照）
　続いて、層間絶縁膜３０と回路基板２２０とを対向させた状態とし（図１６参照）、層
間絶縁膜３０と回路基板２２０とを接合する。例えば、超高真空下で表面の不活性層をプ
ラズマ、加速したイオンビームなどのエネルギー波を照射することによって除去し、層間
絶縁膜３０と回路基板２２０との表面を活性化する。次いで、表面活性化した物質同士を
密着させることによって、原子間力によって層間絶縁膜３０と回路基板２２０とを接合す
ることができる（図１７参照）。次いで、基板３９を除去する（図１８参照）。
【０１０５】
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　　［工程－２５０］（図１９、図２０参照）
　次いで、層間絶縁膜３０において導通部２３３に対応する部分に開口部ＯＰ２３３を形
成する。例えば、反射膜２３１がストッパとして作用するような条件でドライエッチング
を施すことによって開口部ＯＰ２３３を形成することができる（図１９参照）。その後、
開口部ＯＰ２３３の部分に導通部２３３を形成する。例えば、全面に導電膜を形成し、そ
の後、例えばＣＭＰ法を用いて平坦化を行うことによって、導通部２３３を形成すること
ができる（図２０参照）。
【０１０６】
　次いで、発光部ＥＬＰなどを、図２１ないし図２４に示す手順で層間絶縁膜３０上に形
成する。
【０１０７】
　　［工程－２６０］（図２１参照）
　先ず、層間絶縁膜３０上に、第１電極４１を形成する。例えば、層間絶縁膜３０上にＩ
ＴＯ膜を形成し、次いで、ＩＴＯ膜をパターニングすることによって、第１電極４１を得
ることができる。第１電極４１と反射膜２３１とは、導通部２３３を介して電気的に接続
されている。
【０１０８】
　　［工程－２７０］（図２２参照）
　次いで、第１電極４１と第１電極４１との間に、画素間絶縁膜としての隔壁部５１を形
成する。上述した［工程－１６０］で説明した内容と同様であるので、説明を省略する。
【０１０９】
　　［工程－２８０］（図２３参照）
　次いで、アノード電極となる第１電極４１上を含む全面に、例えば、ホール注入層、ホ
ール輸送層、赤色発光層、発光分離層、青色発光層、緑色発光層、電子輸送層を順次成膜
し、白色で発光する有機層６０を形成する。
【０１１０】
　　［工程－２９０］（図２４参照）
　次いで、有機層６０上の全面に、カソード電極となる第２電極７０を形成する。例えば
、蒸着法によって銀マグネシウム合金から成る膜を全面に亘って形成することによって、
第２電極７０を得ることができる。その後、全面に保護膜８０を形成した後、カラーフィ
ルタ９０が形成された対向基板を張り合わせることによって、図１３に示す表示装置２を
得ることができる。
【０１１１】
　表示装置２においても、反射膜２３１の光反射面と第２電極７０との間の距離は、有機
層６０、第１電極４１、層間絶縁膜３０の第１層３０Ａの厚さによって規定される。これ
らは、それらを形成するプロセス上、高精度な膜厚制御が可能である。したがって、有機
層と反射膜との位置関係を高精度に設定することができるので、色のばらつきなどを抑制
することができる。
【０１１２】
　また、反射膜２３１の光反射面は、層間絶縁膜３０に金属材料を埋め込むことによって
形成されている。従って、光反射面は外気に触れない。このため、反射率は高いが酸化し
やすい銀や銀合金といったといった材料も支障なく反射膜２３１の形成材料として用いる
ことができる。
【０１１３】
　また、反射膜２３１の充填部材２３２とコンタクトプラグ２２８とを同じ材料で構成し
ている。このため、層間絶縁膜３０と回路基板２２０とを接合する際に、コンタクトプラ
グ２２８と反射膜２３１との電気的な接合を良好に行うことができる。
【０１１４】
［第３の実施形態］
　第３の実施形態も、第１の実施形態の変形である。第３の実施形態にあっては、反射膜
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と第１電極との間に位置する層間絶縁膜の層数が、画素の表示色に応じて異なる点が、主
に相違する。
【０１１５】
　図２５は、第３の実施形態に係る表示装置の模式的な一部断面図である。尚、第３の実
施形態に係る表示装置の模式的な平面図は、図１において、表示装置１を表示装置３と読
み替えればよい。
【０１１６】
　表示装置３にあっては、層間絶縁膜３３０、反射膜３３１、導通部３３３の形状や構成
が、表示装置１と相違する。
【０１１７】
　第１の実施形態と同様に、層間絶縁膜３３０は、異なる種類の絶縁材料が接するように
複数積層されて成る。図２５に示す例では、層間絶縁膜３３０は、第１層３３０Ａ、第２
層３３０Ｂ、第３層３３０Ｃ、第４層３３０Ｄ、第５層３３０Ｅが積層されて形成されて
いる。
【０１１８】
　層間絶縁膜３３０は無機絶縁材料などで形成することができる。層間絶縁膜３３０は、
例えば、シリコン酸化物から成る層、シリコン窒化物から成る層、及び、シリコン酸窒化
物から成る層のうちの少なくとも２種類の層を含んでいる構成とすることができ、２種類
の層が交互に積層されて構成されていてもよい。以下の説明にあっては、層間絶縁膜３３
０は、シリコン酸化物から成る層とシリコン窒化物から成る層とから構成されているとし
て説明する。
【０１１９】
　反射膜３３１は、第１電極４１の下側に配置され、層間絶縁膜３３０において異なる絶
縁材料が接する境界面と同一面に設けられた光反射面を有するように形成されている。そ
して、反射膜３３１と第１電極４１との間に位置する層間絶縁膜３３０の層数が、画素１
０の表示色に応じて異なる。
【０１２０】
　具体的には、青色表示の画素１０に用いられる反射膜３３１Ａは、層間絶縁膜３３０に
おいて第１層３３０Ａと第２層３３０Ｂとが接する境界面と同一面となるように形成され
ている。従って、反射膜３３１Ａと第１電極４１との間に位置する層間絶縁膜３３０の層
数は１層である。反射膜３３１Ａは、層間絶縁膜３３０において第１層３３０Ａをストッ
パ膜として設けられた開口部に埋め込まれている。
【０１２１】
　緑色表示の画素１０に用いられる反射膜３３１Ｂは、層間絶縁膜３３０において第２層
３３０Ｂと第３層３３０Ｃとが接する境界面と同一面となるように形成されている。従っ
て、反射膜３３１Ｂと第１電極４１との間に位置する層間絶縁膜の層数は２層である。反
射膜３３１Ｂは、層間絶縁膜３３０において第２層３３０Ｂをストッパ膜として設けられ
た開口部に埋め込まれている。
【０１２２】
　赤色表示の画素１０に用いられる反射膜３３１Ｃは、層間絶縁膜３３０において第３層
３３０Ｃと第４層３３０Ｄとが接する境界面と同一面となるように形成されている。従っ
て、反射膜３３１Ｃと第１電極４１との間に位置する層間絶縁膜の層数は３層である。反
射膜３３１Ｃは、層間絶縁膜３３０において第３層３３０Ｃをストッパ膜として設けられ
た開口部に埋め込まれている。
【０１２３】
　反射膜３３１と第１電極４１との間に位置する層間絶縁膜３３０の膜厚は、画素１０の
表示色に応じた光学的距離となるように設定されている。第１電極４１および反射膜３３
０で生じる反射光の位相シフトを符号Φ、第１電極４１と反射膜３３１との間の光学的距
離を符号Ｌ、画素１０から取り出す光のスペクトルのピーク波長を符号λで表すとき、光
学的距離Ｌは、
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２Ｌ／λ＋Φ／２π＝ｍ（ｍは整数）
の条件を満たすように設定されている。
【０１２４】
　上述したように、反射膜３３１は、層間絶縁膜３３０に設けられた開口部に埋め込まれ
ている。反射膜３３１は、金属材料から成る。尚、符号３３２は、反射膜３３１の回路基
板２０側の開口部を充填する充填部材を示す。充填部材３３２は、回路基板２０との接合
性の観点から、平坦化膜２７と同じ材料を用いて形成されている。
【０１２５】
　反射膜３３１の光反射面は、層間絶縁膜３３０を構成する層の厚さによってその位置が
規定される。層間絶縁膜３３０を構成する層や有機層６０の膜厚は、成膜プロセスによっ
て高精度に制御することが可能である。結果として、反射膜３３１Ａ，３３１Ｂ，３３１
Ｃの光反射面と第２電極７０との間（図２５において矢印で示す部分）の寸法を高精度に
設定することができる。
【０１２６】
　第１電極４１は、コンタクトプラグ２８に接続された導通部３３３を介して、画素１０
を駆動する駆動回路に接続されている。
【０１２７】
　以上、表示装置３の詳しい構造について説明した。上記の表示装置３は、次にようにし
て製造することができる。
【０１２８】
　図２６ないし図３５は、第３の実施形態に係る表示装置の製造方法を説明するための模
式的な一部端面図である。
【０１２９】
　　［工程－３００］
　先ず、駆動回路が形成された回路基板２０を準備する。回路基板２０の構成は、上述し
た［工程－１００］で説明した内容と同様であるので、説明を省略する。
【０１３０】
　次いで、反射膜３３１が形成された層間絶縁膜３３０を、図２６ないし図３５に示す手
順で回路基板２０上に配置する。
【０１３１】
　　［工程－３１０］（図２６Ａ参照）
　シリコンウエハから成る基板３９を準備し、その上に、例えば、シリコン酸化物から成
る層とシリコン窒化物から成る層といった２種類の層を交互に積層して層間絶縁膜３３０
を形成する（図２６Ｂ参照）。図に示す例では、第１層３３０Ａと第３層３３０Ｃと第５
層３３０Ｅはシリコン酸化物から成る層、第２層３３０Ｂと第４層３３０Ｄはシリコン窒
化物から成る層である。
【０１３２】
　　［工程－３２０］（図２６Ｂ参照）
　ついで、層間絶縁膜３３０において、反射膜３３１Ａに対応する部分に第１層３３０Ａ
と第２層３３０Ｂとの境界面が底面に露出するように開口部ＯＰ３３１Ａを形成し、反射
膜３３１Ｂに対応する部分に第２層３３０Ｂと第３層３３０Ｃとの境界面が底面に露出す
るように開口部ＯＰ３３１Ｂを形成し、反射膜３３１Ｃに対応する部分に第３層３３０Ｃ
と第４層３３０Ｄとの境界面が底面に露出するように開口部ＯＰ３３１Ｃを形成する。
【０１３３】
　第１層３３０Ａがストッパ膜として作用するような条件でドライエッチングを施すこと
によって開口部ＯＰ３３１Ａを形成することができ、第２層３３０Ｂがストッパ膜として
作用するような条件でドライエッチングを施すことによって開口部ＯＰ３３１Ｂを形成す
ることができ、第３層３３０Ｃがストッパ膜として作用するような条件でドライエッチン
グを施すことによって開口部ＯＰ３３１Ｃを形成することができる。尚、必要な領域にの
みエッチングを施す必要があるので、エッチングを行わない部分には適宜マスクなどを形
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成するなどして処理を施せばよい。
【０１３４】
　また、併せて、層間絶縁膜３３０において導通部３３０に対応する部分に、層間絶縁膜
３３０を貫通するように開口部ＯＰ３３３を形成する。例えば、基板３９がストッパとし
て作用するような条件でドライエッチングを施すことによって開口部ＯＰ３３３を形成す
ることができる。
【０１３５】
　　［工程－３３０］（図２７参照）
　その後、開口部ＯＰ３３１の部分に反射膜３３１などを形成し、併せて、開口部ＯＰ３
３３の部分に導通部３３３を形成する。例えば、開口部を含む全面に銀薄膜をスパッタ法
によって形成し、次いで、反射膜３３１の開口部を充填する充填部材３２を形成し、その
後、例えばＣＭＰ法を用いて平坦化を行う。
【０１３６】
　　［工程－３４０］（図２８、図２９、図３０参照）
　続いて、層間絶縁膜３３０と回路基板２０とを対向させた状態とし（図２８参照）、層
間絶縁膜３３０と回路基板２０とを接合する。層間絶縁膜３３０と回路基板２０との表面
を活性化し、次いで、表面活性化した物質同士を密着させることによって、原子間力によ
って層間絶縁膜３３０と回路基板２０とを接合することができる（図２９参照）。次いで
、基板３９を除去する（図３０参照）。
【０１３７】
　次いで、発光部ＥＬＰなどを、図３１ないし図３４に示す手順で層間絶縁膜３３０上に
形成する。
【０１３８】
　　［工程－３５０］（図３１参照）
　先ず、層間絶縁膜３３０上に、第１電極４１を形成する。第１電極４１の構成は、上述
した［工程－１５０］で説明した内容と同様であるので、説明を省略する。
【０１３９】
　　［工程－３６０］（図３２参照）
　次いで、第１電極４１と第１電極４１との間に、画素間絶縁膜としての隔壁部５１を形
成する。隔壁部５１の構成は、上述した［工程－１６０］で説明した内容と同様であるの
で、説明を省略する。
【０１４０】
　　［工程－３７０］（図３３参照）
　次いで、アノード電極となる第１電極４１上を含む全面に、例えば、ホール注入層、ホ
ール輸送層、赤色発光層、発光分離層、青色発光層、緑色発光層、電子輸送層を順次成膜
し、白色で発光する有機層６０を形成する。
【０１４１】
　　［工程－３８０］（図３４、図３５参照）
　次いで、有機層６０上の全面に、カソード電極となる第２電極７０を形成する。例えば
、蒸着法によって銀マグネシウム合金から成る膜を全面に亘って形成することによって、
第２電極７０を得ることができる（図３４）。その後、全面に保護膜８０を形成した後、
カラーフィルタ９０が形成された対向基板を張り合わせることによって、図２５に示す表
示装置３を得ることができる。
【０１４２】
　表示装置３においても、反射膜３３１の光反射面と第２電極７０との間（図３５におい
て矢印で示す部分）によって共振器構造が形成される。この部分の距離は、有機層６０、
第１電極４１、層間絶縁膜３３０を構成する各層の厚さによって規定される。これらは、
それらを形成するプロセス上、高精度な膜厚制御が可能である。したがって、共振器構造
のばらつきに起因する発光効率や発光色のばらつきを抑制することができる。
【０１４３】
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　また、反射膜３３１の光反射面は、層間絶縁膜３３０に金属材料を埋め込むことによっ
て形成されている。従って、光反射面は外気に触れない。このため、反射率は高いが酸化
しやすい銀や銀合金といったといった材料も支障なく反射膜３３１の形成材料として用い
ることができる。
【０１４４】
　また、反射膜３３１と第１電極４１との距離が長い画素ほど、層間絶縁膜３３０の積層
周期が多くなるため、光の横逃げを低減することができる。逆に、反射膜３３１と第１電
極４１との距離が短い画素は、界面による減衰が抑制されるので高効率化が見込める。よ
って、発光効率が高い色画素は積層数を多くして光の横逃げロスを少なくし、発光効率の
低い色画素は積層数を少なくすることで混色を抑制しつつ、複数の発光画素全体で発光効
率の最適化を図ることが可能となる。
【０１４５】
　以上説明した本開示に係る各種の表示装置によれば、第１電極は層間絶縁膜の上に形成
されており、第１電極の下側には層間絶縁膜において異なる絶縁材料が接する境界面と同
一面に設けられた光反射面を有する反射膜が形成されている。また、第１電極と有機層と
第２電極とは積層されている。従って、層間絶縁膜の厚さを適宜設定することによって、
有機層と反射膜との位置関係を高精度に設定することができる。
【０１４６】
［電子機器］
　以上説明した本開示の表示装置は、電子機器に入力された映像信号、若しくは、電子機
器内で生成した映像信号を、画像若しくは映像として表示するあらゆる分野の電子機器の
表示部（表示装置）として用いることができる。一例として、例えば、テレビジョンセッ
ト、デジタルスチルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話機等の携帯端末
装置、ビデオカメラ、ヘッドマウントディスプレイ（頭部装着型ディスプレイ）等の表示
部として用いることができる。
【０１４７】
　本開示の表示装置は、封止された構成のモジュール形状のものをも含む。一例として、
画素アレイ部に透明なガラス等の対向部が貼り付けられて形成された表示モジュールが該
当する。尚、表示モジュールには、外部から画素アレイ部への信号等を入出力するための
回路部やフレキシブルプリントサーキット（ＦＰＣ）などが設けられていてもよい。以下
に、本開示の表示装置を用いる電子機器の具体例として、デジタルスチルカメラ及びヘッ
ドマウントディスプレイを例示する。但し、ここで例示する具体例は一例に過ぎず、これ
に限られるものではない。
【０１４８】
（具体例１）
　図３６は、レンズ交換式一眼レフレックスタイプのデジタルスチルカメラの外観図であ
り、図３６Ａにその正面図を示し、図３６Ｂにその背面図を示す。レンズ交換式一眼レフ
レックスタイプのデジタルスチルカメラは、例えば、カメラ本体部（カメラボディ）４１
１の正面右側に交換式の撮影レンズユニット（交換レンズ）４１２を有し、正面左側に撮
影者が把持するためのグリップ部４１３を有している。
【０１４９】
　そして、カメラ本体部４１１の背面略中央にはモニタ４１４が設けられている。モニタ
４１４の上部には、ビューファインダ（接眼窓）４１５が設けられている。撮影者は、ビ
ューファインダ４１５を覗くことによって、撮影レンズユニット４１２から導かれた被写
体の光像を視認して構図決定を行うことが可能である。
【０１５０】
　上記の構成のレンズ交換式一眼レフレックスタイプのデジタルスチルカメラにおいて、
そのビューファインダ４１５として本開示の表示装置を用いることができる。すなわち、
本例に係るレンズ交換式一眼レフレックスタイプのデジタルスチルカメラは、そのビュー
ファインダ４１５として本開示の表示装置を用いることによって作製される。
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【０１５１】
（具体例２）
　図３７は、ヘッドマウントディスプレイの外観図である。ヘッドマウントディスプレイ
は、例えば、眼鏡形の表示部５１１の両側に、使用者の頭部に装着するための耳掛け部５
１２を有している。このヘッドマウントディスプレイにおいて、その表示部５１１として
本開示の表示装置を用いることができる。すなわち、本例に係るヘッドマウントディスプ
レイは、その表示部５１１として本開示の表示装置を用いることによって作製される。
【０１５２】
（具体例３）
　図３８は、シースルーヘッドマウントディスプレイの外観図である。シースルーヘッド
マウントディスプレイ６１１は、本体部６１２、アーム６１３および鏡筒６１４で構成さ
れる。
【０１５３】
　本体部６１２は、アーム６１３および眼鏡６００と接続される。具体的には、本体部６
１２の長辺方向の端部はアーム６１３と結合され、本体部６１２の側面の一側は接続部材
を介して眼鏡６００と連結される。なお、本体部６１２は、直接的に人体の頭部に装着さ
れてもよい。
【０１５４】
　本体部６１２は、シースルーヘッドマウントディスプレイ６１１の動作を制御するため
の制御基板や、表示部を内蔵する。アーム６１３は、本体部６１２と鏡筒６１４とを接続
させ、鏡筒６１４を支える。具体的には、アーム６１３は、本体部６１２の端部および鏡
筒６１４の端部とそれぞれ結合され、鏡筒６１４を固定する。また、アーム６１３は、本
体部６１２から鏡筒６１４に提供される画像に係るデータを通信するための信号線を内蔵
する。
【０１５５】
　鏡筒６１４は、本体部６１２からアーム６１３を経由して提供される画像光を、接眼レ
ンズを通じて、シースルーヘッドマウントディスプレイ６１１を装着するユーザの目に向
かって投射する。このシースルーヘッドマウントディスプレイ６１１において、本体部６
１２の表示部に、本開示の表示装置を用いることができる。
【０１５６】
［その他］
　なお、本開示の技術は以下のような構成も取ることができる。
【０１５７】
［Ａ１］
　第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を有する画素が、回路基板上に
、２次元マトリクス状に配列して形成されている表示装置であって、
　第１電極は発光部ごとに設けられていると共に、隣接する第１電極の間には隔壁部が形
成されており、
　第１電極上と隔壁部上を含む全面に、有機層と第２電極とが積層されており、
　第１電極は、層間絶縁膜の上に形成されており、
　第１電極の下側には、層間絶縁膜において異なる絶縁材料が接する境界面と同一面に設
けられた光反射面を有する反射膜が形成されている、
表示装置。
［Ａ２］
　層間絶縁膜は異なる種類の絶縁材料が接するように複数積層されて成る、
上記［Ａ１］に記載の表示装置。
［Ａ３］
　層間絶縁膜は、シリコン酸化物から成る層、シリコン窒化物から成る層、及び、シリコ
ン酸窒化物から成る層のうちの少なくとも２種類の層を含んでいる、
上記［Ａ２］に記載の表示装置。
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［Ａ４］
　層間絶縁膜は、２種類の層が交互に積層されて構成されている、
上記［Ａ３］に記載の表示装置。
［Ａ５］
　反射膜と第１電極との間に位置する層間絶縁膜の層数は、画素の表示色に応じて異なる
、
上記［Ａ２］ないし［Ａ４］のいずれかに記載の表示装置。
［Ａ６］
　反射膜と第１電極との間に位置する層間絶縁膜の膜厚は、画素の表示色に応じた光学的
距離となるように設定されている、
上記［Ａ２］ないし［Ａ５］のいずれかに記載の表示装置。
［Ａ７］
　第１電極および反射膜で生じる反射光の位相シフトを符号Φ、第１電極と反射膜との間
の光学的距離を符号Ｌ、画素から取り出す光のスペクトルのピーク波長を符号λで表すと
き、光学的距離Ｌは、
２Ｌ／λ＋Φ／２π＝ｍ（ｍは整数）
の条件を満たす、
上記［Ａ６］のいずれかに記載の表示装置。
［Ａ８］
　反射膜は、層間絶縁膜に設けられた開口部に埋め込まれている、
上記［Ａ１］ないし［Ａ７］のいずれかに記載の表示装置。
［Ａ９］
　反射膜は金属材料から成る、
上記［Ａ１］ないし［Ａ８］のいずれかに記載の表示装置。
［Ａ１０］
　反射膜は銀または銀合金から成る、
上記［Ａ９］に記載の表示装置。
［Ａ１１］
　反射膜は、銀または銀合金から成る上層部と、銅または銅合金からなる下層部とから構
成されている、
上記［Ａ９］に記載の表示装置。
［Ａ１２］
　回路基板は画素を駆動するための駆動回路を備えており、
　第１電極と駆動回路とは電気的に接続されている、
上記［Ａ１］ないし［Ａ１１］のいずれかに記載の表示装置。
［Ａ１３］
　第１電極と駆動回路とは反射膜を介して電気的に接続されている、
上記［Ａ１２］に記載の表示装置。
【０１５８】
［Ｂ１］
　第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を有する画素が、回路基板上に
、２次元マトリクス状に配列して形成されている表示装置の製造方法であって、
　基板上に、異なる種類の絶縁材料から成る層が接するように積層されて成る層間絶縁膜
を形成する工程と、
　第１電極に対応する層間絶縁膜の領域に、層間絶縁膜において異なる絶縁材料が接する
境界面の同一面が底部に露出するように、開口部を形成する工程と、
　開口部に反射膜を埋め込む工程と、
　反射膜が埋め込まれた面を回路基板と接合し、次いで、基板を除去する工程と、
　層間絶縁膜上に、第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を形成する工
程と、
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を有する、
表示装置の製造方法。
［Ｂ２］
　層間絶縁膜は異なる種類の絶縁材料が接するように複数積層されて成る、
上記［Ｂ１］に記載の表示装置の製造方法。
［Ｂ３］
　層間絶縁膜は、シリコン酸化物から成る層、シリコン窒化物から成る層、及び、シリコ
ン酸窒化物から成る層のうちの少なくとも２種類の層を含んでいる、
上記［Ｂ２］に記載の表示装置の製造方法。
［Ｂ４］
　層間絶縁膜は、２種類の層が交互に積層されて構成されている、
上記［Ｂ３］に記載の表示装置の製造方法。
［Ｂ５］
　反射膜と第１電極との間に位置する層間絶縁膜の層数は、画素の表示色に応じて異なる
、
上記［Ｂ２］ないし［Ｂ４］のいずれかに記載の表示装置の製造方法。
［Ｂ６］
　反射膜と第１電極との間に位置する層間絶縁膜の膜厚は、画素の表示色に応じた光学的
距離となるように設定されている、
上記［Ｂ２］ないし［Ｂ５］のいずれかに記載の表示装置の製造方法。
［Ｂ７］
　第１電極および反射膜で生じる反射光の位相シフトを符号Φ、第１電極と反射膜との間
の光学的距離を符号Ｌ、画素から取り出す光のスペクトルのピーク波長を符号λで表すと
き、光学的距離Ｌは、
２Ｌ／λ＋Φ／２π＝ｍ（ｍは整数）
の条件を満たす、
上記［Ｂ６］のいずれかに記載の表示装置の製造方法。
［Ｂ８］
　反射膜は、層間絶縁膜に設けられた開口部に埋め込まれている、
上記［Ｂ１］ないし［Ｂ７］のいずれかに記載の表示装置の製造方法。
［Ｂ９］
　反射膜は金属材料から成る、
上記［Ｂ１］ないし［Ｂ８］のいずれかに記載の表示装置の製造方法。
［Ｂ１０］
　反射膜は銀または銀合金から成る、
上記［Ｂ９］に記載の表示装置の製造方法。
［Ｂ１１］
　反射膜は、銀または銀合金から成る上層部と、銅または銅合金からなる下層部とから構
成されている、
上記［Ｂ９］に記載の表示装置の製造方法。
［Ｂ１２］
　回路基板は画素を駆動するための駆動回路を備えており、
　第１電極と駆動回路とは電気的に接続されている、
上記［Ｂ１］ないし［Ｂ１１］のいずれかに記載の表示装置の製造方法。
［Ｂ１３］
　第１電極と駆動回路とは反射膜を介して電気的に接続されている、
上記［Ｂ１２］に記載の表示装置の製造方法。
【０１５９】
［Ｃ１］
　第１電極と有機層と第２電極とが積層されて成る発光部を有する画素が、回路基板上に
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、２次元マトリクス状に配列して形成されている表示装置を備えた電子機器であって、
　表示装置において、
　第１電極は発光部ごとに設けられていると共に、隣接する第１電極の間には隔壁部が形
成されており、
　第１電極上と隔壁部上を含む全面に、有機層と第２電極とが積層されており、
　第１電極は、層間絶縁膜の上に形成されており、
　第１電極の下側には、層間絶縁膜において異なる絶縁材料が接する境界面と同一面に設
けられた光反射面を有する反射膜が形成されている、
電子機器。
［Ｃ２］
　層間絶縁膜は異なる種類の絶縁材料が接するように複数積層されて成る、
上記［Ｃ１］に記載の電子機器。
［Ｃ３］
　層間絶縁膜は、シリコン酸化物から成る層、シリコン窒化物から成る層、及び、シリコ
ン酸窒化物から成る層のうちの少なくとも２種類の層を含んでいる、
上記［Ｃ２］に記載の電子機器。
［Ｃ４］
　層間絶縁膜は、２種類の層が交互に積層されて構成されている、
上記［Ｃ３］に記載の電子機器。
［Ｃ５］
　反射膜と第１電極との間に位置する層間絶縁膜の層数は、画素の表示色に応じて異なる
、
上記［Ｃ２］ないし［Ｃ４］のいずれかに記載の電子機器。
［Ｃ６］
　反射膜と第１電極との間に位置する層間絶縁膜の膜厚は、画素の表示色に応じた光学的
距離となるように設定されている、
上記［Ｃ２］ないし［Ｃ５］のいずれかに記載の電子機器。
［Ｃ７］
　第１電極および反射膜で生じる反射光の位相シフトを符号Φ、第１電極と反射膜との間
の光学的距離を符号Ｌ、画素から取り出す光のスペクトルのピーク波長を符号λで表すと
き、光学的距離Ｌは、
２Ｌ／λ＋Φ／２π＝ｍ（ｍは整数）
の条件を満たす、
上記［Ｃ６］のいずれかに記載の電子機器。
［Ｃ８］
　反射膜は、層間絶縁膜に設けられた開口部に埋め込まれている、
上記［Ｃ１］ないし［Ｃ７］のいずれかに記載の電子機器。
［Ｃ９］
　反射膜は金属材料から成る、
上記［Ｃ１］ないし［Ｃ８］のいずれかに記載の電子機器。
［Ｃ１０］
　反射膜は銀または銀合金から成る、
上記［Ｃ９］に記載の電子機器。
［Ｃ１１］
　反射膜は、銀または銀合金から成る上層部と、銅または銅合金からなる下層部とから構
成されている、
上記［Ｃ９］に記載の電子機器。
［Ｃ１２］
　回路基板は画素を駆動するための駆動回路を備えており、
　第１電極と駆動回路とは電気的に接続されている、



(26) JP WO2019/216198 A1 2019.11.14

10

20

上記［Ｃ１］ないし［Ｃ１１］のいずれかに記載の電子機器。
［Ｃ１３］
　第１電極と駆動回路とは反射膜を介して電気的に接続されている、
上記［Ｃ１２］に記載の電子機器。
【符号の説明】
【０１６０】
１，２，３・・・表示装置、１０・・・画素、１１・・・表示領域、２０，２２０・・・
回路基板、２１・・・基材、２２・・・ゲート電極、２３・・・ゲート絶縁膜、２４・・
・半導体材料層、２５・・・平坦化膜、２６・・・ソース／ドレイン電極、２７・・・平
坦化膜、２８，２２８・・・コンタクトプラグ、３０，３３０・・・層間絶縁膜、３０Ａ
・・・第１層、３０Ｂ・・・第２層、３０Ｃ・・・第３層、３３０Ａ・・・第１層、３３
０Ｂ・・・第２層、３３０Ｃ・・・第３層、３３０Ｄ・・・第４層、３３０Ｅ・・・第５
層、３１，３３１，３３１Ａ，３３１Ｂ，３３１Ｃ・・・反射膜、３２，２３２・・・充
填部材、３３，３３３・・・導通部、３９・・・基板（シリコンウエハ）、４１・・・第
１電極、５１・・・隔壁部、６０・・・有機層、７０・・・第２電極、８０・・・保護膜
、９０・・・カラーフィルタ、９１・・・遮光領域、９２・・・フィルタ領域、１００・
・・電源部、１０１・・・走査部、１０２・・・データドライバ、４１１・・・カメラ本
体部、４１２・・・撮影レンズユニット、４１３・・・グリップ部、４１４・・・モニタ
、４１５・・・ビューファインダ、５１１・・・眼鏡形の表示部、５１２・・・耳掛け部
、６００・・・眼鏡（アイウェア）、６１１・・・シースルーヘッドマウントディスプレ
イ、６１２・・・本体部、６１３・・・アーム、６１４・・・鏡筒

【図１】 【図２】



(27) JP WO2019/216198 A1 2019.11.14

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(28) JP WO2019/216198 A1 2019.11.14

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(29) JP WO2019/216198 A1 2019.11.14

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(30) JP WO2019/216198 A1 2019.11.14

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(31) JP WO2019/216198 A1 2019.11.14

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(32) JP WO2019/216198 A1 2019.11.14

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(33) JP WO2019/216198 A1 2019.11.14
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